
かながわ福祉サービス第三者評価推進機構認証 

評価実施サービス等 

更新：平成 23年 3月 14 日  有効期限：平成 25年 12 月 14 日 

評価実施サービス(種別) 評価項目・手法 

児童分野 

①保育所 ②児童養護施設 ③母子生活支援施設 

④乳児院 ⑤横浜保育室 ⑥情緒障害児短期治療施設 

障害分野 

障害者自立支援法に基づく次の福祉サービス 

①療養介護 ②生活介護 ③施設入所支援 ④自立訓練  

⑤就労移行支援 ⑥就労継続支援 ⑦短期入所  

⑧共同生活援助 ⑨共同生活介護 ⑩児童デイサービス 

⑪身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める福祉

サービス(障害者自立支援法移行前の施設)。ただし、右の

評価項目が対象とするもの。 

⑫横浜市地域療育センター ⑬横浜市障害児施設 

高齢分野 

①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 

②介護老人保健施設 ③養護老人ホーム 

④訪問介護 ⑤訪問入浴介護 ⑥訪問看護 

⑦特定施設入居者生活介護 ⑧福祉用具貸与 

⑨居宅介護支援 ⑩通所介護 ⑪短期入所生活介護 

⑫軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス) 

保護分野 

①救護施設 ②更生施設 ③婦人保護施設 ④宿提供施設 

 

 

・神奈川県社会福祉協議会版 

・横浜市版 

・川崎市版 

・かながわ福祉サービス第三

者評価推進機構評価項目ガ

イドライン準拠コモンズ21

研究所版 

・厚生労働省ガイドライン 

(児童養護施設)準拠コモン

ズ21研究所版 

・社会福祉法人神奈川県社会

福祉協議会かながわ福祉サ

ービス第三者評価推進機構

障害者グループホーム等第

三者評価項目 

・東京都版 

 

 

 


